
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 対応の決定と指示は校長（教頭）。情報はすべて教頭へ。 

《 授 業 日 》           《 休 業 日 》 
 

※緊急職員会議                     ※ 緊急連絡網 
教職員学校集合 

 生徒を通じ文書配布 

 学習プリント等準備                対応の確認 

 
 

 

 

                              

 生徒下校 

 

          《学校再開にむけて》 

 

 

 

 

 
授業再開について教育委員会と協議 

 

 

 
保護者への連絡（メール・HP） 

 

新型コロナウイルス感染の発生


 
 

① 生徒・保護者・教職員の感染状況の把握 

② 教育委員会（95-1111内 5021）へ連絡・

指示を受ける 

 

濃厚接触者判明 

ＰＣＲ検査受診 

① 該当者に対する心のケア 

② 学校再開後の指導（いじめ・誹謗中傷等にならないよう強くうながす） 

③ 臨時保護者（ＰＴＡ）の開催と事情説明 

④ 保護者等からの照会に対する対応  

PCR検査受診決定 陽性と判明 

③ 生徒・保護者・教職員の感染状況の把握 

④ 教育委員会（95-1111内 5021）へ連絡・ 

指示を受ける →臨時休業の決定 

⑤ PTA会長へ連絡 

 

⑥ 保護者向け文書の配布・メール配

信・ＨＰ掲載【教頭・情報担当】 

 

⑦ 校内の濃厚接触者調査（保健所の依頼があった場合） 

⑧ 校舎内消毒作業（業者） 

⑨ 該当者への連絡、SCの協力のもと心のケアに努める 

（おたよりを郵送） 

PCR 検査を受けること

になった時点で学校に

連絡 

陽性になった場合 

 生徒：出席停止 

教職員：病休 

濃厚接触者に特定された場合 

 生徒：出席停止 

 教職員：自宅待機（職専免） 


